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NY マーケットレポート（2024 年 2 月 1 日） 
 

 
SBILM が作成 
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NY市場レポート （前日 22時 00分～午前 6時 30 分まで） 
 

米国の主要な経済指標の結果 

新規失業保険申請件数 22.4 万件（予想 21.0万件・前回 21.4万件⇒21.5万件） 

失業保険継続受給者数 189.8 万人（予想 184.3万人・前回 183.3 万人⇒182.8 万人） 

米新規失業保険申請件数（1/27までの週） は、前週比+0.9万件と 2 週連続の増加となり、昨年 11/11まで

の週以来、約 2ヵ月半ぶり高水準となった。一方、失業保険継続受給者数（1/20までの週）は、前週比+7万

人と 2週連続の増加で約 2ヵ月ぶりの高水準となった。 

 

データを基に SBILMが作成 
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1 月 ISM 製造業景況指数 49.1（予想 47.0・前回 47.4⇒47.1） 

1 月の米 ISM 製造業景況指数は、前月から 2.0ポイント上昇したものの、製造業の景気拡大・縮小の判断基

準となる 50 を 15ヵ月連続で下回った。新規受注が 52.5（前月 47.0）、生産が 50.4（49.9）、在庫が 46.2

（43.9）、仕入価格が 52.9（45.2）と前月から上昇したが、雇用は 47.1（47.5）と低下した。1月は 4業種

が景況拡大を、13業種が業況縮小を報告した。 
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主要株価指数は反発 

米株式市場では、序盤に発表された米雇用関連の経済指標が冴えない結果となり、労働市場の需給緩和が示

されたことが材料視され、主要株価指数は序盤から堅調な動きとなった。さらに、米長期金利が大幅に低下

したことも支援材料となり、終盤まで堅調な動きが続いた。ただ、冴えない決算が影響して米地銀株が大幅

下落となり、米地銀に対する懸念が再燃したことから下落に転じ、ダウは一時マイナス圏まで下落する場面

もあった。ダウ平均は、序盤に前日比 146 ドル高まで上昇したものの、その後は下落に転じて一時 43ドル安

まで下落した。しかし、終盤まで再び堅調な動きとなり、369.54ドル高（+0.94％）で終了。一方、ナスダ

ックは 197.63ポイント高（+1.30％）で終了した。 
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ドルは主要通貨に対して下落 

NY 市場では、序盤に発表された米新規失業保険申請件数、10-12月期米単位労働コストがともに市場予想よ

りも弱い内容となったことを受けて、米長期金利の低下とともにドル売りが優勢となった。ドル/円は、序盤

の 147.05から 146.33 まで下落したものの、その後に発表された 1月の米 ISM製造業景況指数が市場予想を

上回ったことを受けて 146.84 まで値を戻す動きも見られた。しかし、米長期金利の指標となる米 10 年債利

回りが一時 3.814％まで低下が続き、昨年 12/27 以来の低水準となったことからドルは一段の下落となり、

ドル/円は一時 145.89 まで下落して 1/16以来の安値を付けた。下げ一服後は、米金利が持ち直したこともあ

り、ドル/円も 146.48 まで値を戻した。 

 

出所：総合分析チャート 

 

提供：SBI リクイディティ・マーケット株式会社 

お客様は、本レポートに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこ

と、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。情報の内容について

は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 また、これらの情報によって生じたいかなる損害につい

ても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。 

本レポートに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありま

せん。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。  

 


